
はじめに
今回ご紹介する判決は、完全支配関
係適格合併により、未処理欠損金額が
引き継がれた事案について、課税庁が
組織再編成に係る行為又は計算の否認
（法人税法132条の2）の規定を適用
して、法人税の更正処分等を行ったも
のです。ⅠとⅡでは、組織再編税制に
係る法人税法57条2項等の趣旨及び目
的について、異なる判断が示されてい
ます。

Ⅰ．TPR事件／特定資本関
係5年超要件を満たす合
併

令元．6．27東京地裁
（棄却・控訴）Ｚ269－13285
令元．12．11東京高裁
（棄却・上告及び上告受理申立て）
Ｚ269－13354
令3．1．15最高裁
（棄却・不受理）Ｚ271－13508

＜事案の概要＞
Ａ社は、完全子会社Ｂ社を被合併法
人とする適格合併を行い、Ｂ社が有し
ていた未処理欠損金額を法人税法57条
2項の適用によりＡ社の欠損金額とみ
なして損金の額に算入して法人税の確
定申告をしたところ、課税庁から、こ
れら未処理欠損金額をＡ社の損金の額
に算入することはＡ社の法人税の負担
を不当に減少させる結果となるとし
て、同法132条の2の適用により法人
税の更正処分等を受けた事案です。な
お、この合併は、特定資本関係5年超
要件を満たす適格合併でした。
＜東京高裁の判断＞
東京高裁は、本件合併は、法人税法

132条の2の不当性要件を満たすと判
断しています。
1 組織再編税制に係る法人税法57条
2項等の趣旨及び目的について
完全支配関係にある法人間の適格合
併については、支配関係にある法人間
の適格合併におけるような従業者引継
要件及び事業継続要件の定めは設けら
れていない。しかしながら、組織再編
税制は、組織再編成の前後で経済実態

に実質的な変更がなく、移転資産等に
対する支配が継続する場合には、その
譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課
税関係を継続させるということを基本
的な考え方としており、また、組織再
編税制の立案担当者の説明を引用した
とおり、組織再編税制は、組織再編成
により資産が事業単位で移転し、組織
再編成後も移転した事業が継続するこ
とを想定しているものと解される。
加えて、支配関係にある法人間の適

格合併については、当該基本的な考え
方に基づき、従業者引継要件及び事業
継続要件が必要とされているものと解
され、殊更に、完全支配関係にある法
人間の適格合併について、当該基本的
な考え方が妥当しないものと解するこ
とはできないから、当該適格合併にお
いても、被合併法人から移転した事業
が継続することを要するものと解する
のが相当である。そして、これらの基
本的な考え方等を踏まえれば、完全支
配関係にある法人間の適格合併につい
て、法人税法132条の2の適用の有無
に関し、その不当性要件に係る租税回
避の意図があるか否か、同法57条2項
の趣旨目的から逸脱しているか否かに
ついては、関係者において、当該行為
自体から認識し検討することが可能と
いうべきである。よって、完全支配関
係にある法人間の適格合併について、
事業の移転及び継続を含め検討すべき
ものとしても、納税者の予測可能性を
害するものとはいえない。
2 本件合併が法人税法132条の2の
不当性要件に該当するか
本件合併等に係る一連の検討経過に

照らすと、合併の検討においては、当
初から会議資料やメールなどで未処理
欠損金額の引継ぎによる節税効果が
「メリット」、「ねらい」などとして指
摘されていたことなどからすると、本
件合併の主たる目的は未処理欠損金額
の引継ぎにあり、そのこと以外に本件
合併の一連の経過を行うことの合理的
な理由となる事業目的その他の事由の
存在を認めることはできないといわざ
るを得ない。本件合併は、組織再編税
制に係る法人税法57条2項を租税回避
の手段として濫用することにより法人

税の負担を減少させるものとして、同
法132条の2にいう「法人税の負担を
不当に減少させる結果となると認めら
れるもの」に当たる。

Ⅱ．PGM事件／2段階の合
併を経て引き継がれた欠
損金額

令6．9．27東京地裁
（認容、控訴）Ｚ888－2707

＜事案の概要＞
本件は、Ｂ社を被合併法人とする合
併（合併1）をしたＣ社に加え、Ｄ社、
Ｅ社及びＦ社を被合併法人とする合併
（合併2）をした原告Ａ社が、法人税
法2条12号8所定の適格合併が行われ
た場合に適用される同法57条2項等の
規定により、Ｂ社の合併1の直前にお
ける欠損金額をＡ社の連結欠損金額と
みなして、平成29年3月期の連結事業
年度の法人税等の連結確定申告をした
ところ、課税庁が、同法132条の2の
規定により、未処理欠損金額をＡ社の
連結欠損金額とみなすことを認めず、
法人税等更正処分等をした事案です。
＜東京地裁の判断＞
東京地裁は、下記のように判断し
て、更正処分等を全て取り消していま
す。
1 組織再編税制に係る法人税法57条
2項等の趣旨及び目的について
法人税法及びこれを受けた法人税法
施行令の規定上、支配関係適格合併及
び共同事業適格合併においては、従業
者引継要件及び事業継続要件等が必要
とされているのに対し、完全支配関係
適格合併については、これら従業者引
継要件及び事業継続要件等のいずれに
ついても必要とされていない。また、
法人税法57条2項等の規定をみても、
完全支配関係のある法人間の合併につ
いて、事業の継続がない場合には一律
に適用がない旨をうかがわせる文言は
ない。
したがって、完全支配関係適格合併
の場合において、「合併による事業の
移転及び合併後の事業の継続」が法人
税法57条2項等の適用の「前提」とな
っているとか、「合併による事業の移

転及び合併後の事業の継続」がない完
全支配関係適格合併に上記規定を適用
することはその本来の趣旨及び目的に
反するなどと解することはできない。
2 本件各合併が法人税法132条の2
の不当性要件に該当するか
原告がＢ社及びＣ社らの全てを直接
吸収合併するのではなく、Ｃ社がＢ社
を吸収合併し（合併1）、その効力発
生を停止条件として、原告がＣ社らを
吸収合併したこと（合併2）は、「通
常は想定されない組織再編成の手順や
方法に基づくもの」などではなく、む
しろ、一般に採られている合理的な手
順・方法の一つと認められる。
本件各合併について、その各部分を
個別にみた場合においても、その全体
をみた場合においても、「通常は想定さ
れない組織再編成の手順や方法に基づ
くもの」でも「実態とは乖離した形式
を作出したりするもの」でもなく、何
ら不自然なものとはいえないし、かか
るスキームを採用して合併を行うこと
の「合理的な理由となる事業目的その
他の事由」が存在することからすると、
組織再編税制に係る各規定の本来の趣
旨及び目的から逸脱する態様でその適
用を受けるものとは認められない。
したがって、本件各合併は、組織再
編税制に係る法人税法57条2項等の各
規定を租税回避の手段として濫用する
ことによって法人税の負担を減少させ
るものとはいえず、「法人税の負担を
不当に減少させる結果となると認めら
れるもの」（同法132条の2）に当たる
ということはできない。

おわりに
TAINSで検索される場合は、〔詳細
検索〕⇒〔TAINSキーワード〕欄に、
「組織再編成」「行為計算否認」と入
力ください。
なお、Ⅱでご紹介した判決は、現在
国側が控訴しており、確定したもので
はありません。
TAINSの入会については、ホーム
ページ上にあるお問い合わせフォー
ムもしくはメール〈info@tains.or.
jp〉にてお問い合わせください。

草間 典子【足立】

組織再編成に係る行為計算の否認
―完全支配関係適格合併における未処理欠損金額の引継ぎ―
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